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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 両 の 周 辺 状 況 を 認 識 す る 認 識 部 と 、
　 前 記 車 両 の 運 転 者 の 操 作 に 依 ら ず に 前 記 車 両 の 操 舵 お よ び 加 減 速 を 制 御 す る 運 転 制 御 部  
と 、
　 前 記 車 両 の 運 転 モ ー ド を 、 第 １ の 運 転 モ ー ド と 、 第 ２ の 運 転 モ ー ド と を 含 む 複 数 の 運 転  
モ ー ド の い ず れ か に 決 定 し 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 前 記 運 転 者 に 課 さ れ る タ ス ク が 前 記  
第 １ の 運 転 モ ー ド に 比 し て 軽 度 な 運 転 モ ー ド で あ り 、 少 な く と も 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド を  
含 む 前 記 複 数 の 運 転 モ ー ド の 一 部 は 前 記 運 転 制 御 部 に よ り 制 御 さ れ る も の で あ り 、 前 記 決  
定 し た 運 転 モ ー ド に 係 る タ ス ク が 運 転 者 に よ り 実 行 さ れ な い 場 合 に 、 よ り タ ス ク が 重 度 な  
運 転 モ ー ド に 前 記 車 両 の 運 転 モ ー ド を 変 更 す る モ ー ド 決 定 部 と 、
　 を 備 え 、
　 前 記 認 識 部 は 、 前 記 車 両 が 走 行 し て い る 走 路 に 割 り 込 ん で 来 る 車 両 で あ る 割 り 込 み 車 両  
を 認 識 し 、
　 前 記 モ ー ド 決 定 部 は 、 前 記 認 識 部 に よ り 前 記 割 り 込 み 車 両 が 認 識 さ れ 、 且 つ 所 定 条 件 が  
成 立 し た 場 合 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド の 実 施 を 制 限 し 、
前 記 割 り 込 み 車 両 は 、 前 記 走 路 に 合 流 す る 合 流 路 か ら 、 前 記 走 路 に お け る 前 記 車 両 の 前 方  
に 割 り 込 ん で 来 る 車 両 で あ り 、
前 記 所 定 条 件 は 、 前 記 割 り 込 み 車 両 を 前 記 車 両 の 前 方 に 入 れ る た め の 減 速 制 御 の 結 果 が 過  
剰 な も の と な る か 否 か を 判 定 す る た め の 第 １ 条 件 と 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド で の 車 両 制 御  
が 困 難 な 状 況 か 否 か を 判 定 す る た め の 第 ２ 条 件 と 、 の う ち い ず れ か が 満 た さ れ る こ と で あ  
る 、
　 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 、 前 記 運 転 者 に 、 操 舵 操 作 を 受 け 付 け る 操 作 子 を 把 持 す る タ ス  
ク が 課 さ れ な い 運 転 モ ー ド で あ り 、
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　 前 記 第 １ の 運 転 モ ー ド は 、 前 記 車 両 の 操 舵 お よ び 加 減 速 の 少 な く と も 一 方 に 関 し て 前 記  
運 転 者 に よ る 運 転 操 作 が 必 要 な 運 転 モ ー ド で あ る 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 、 前 記 運 転 者 に 、 操 舵 操 作 を 受 け 付 け る 操 作 子 を 把 持 す る タ ス  
ク が 課 さ れ な い 運 転 モ ー ド で あ り 、
　 前 記 第 １ の 運 転 モ ー ド は 、 前 記 運 転 者 に 、 少 な く と も 、 前 記 運 転 者 に よ る 操 舵 操 作 を 受  
け 付 け る 前 記 操 作 子 を 把 持 す る タ ス ク が 課 さ れ る 運 転 モ ー ド で あ る 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ 条 件 は 、 前 記 走 路 に お け る 前 記 車 両 の 前 方 に 前 記 割 り 込 み 車 両 を 進 入 さ せ る た  
め の 減 速 制 御 に よ る 減 速 度 の 大 き さ が 基 準 減 速 度 以 上 に な る こ と を 含 む 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ 条 件 は 、 前 記 割 り 込 み 車 両 が 前 記 車 両 が 走 行 し て い る 走 路 に 割 り 込 む こ と が 可  
能 な 区 間 の 終 端 地 点 に お い て 、 前 記 車 両 と 前 記 割 り 込 み 車 両 と の 接 近 度 合 い が 第 １ 基 準 度  
合 い よ り も 高 い こ と を 含 む 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ 条 件 は 、 前 記 走 路 に お け る 前 記 車 両 の 前 方 に 前 記 割 り 込 み 車 両 を 進 入 さ せ る た  
め の 減 速 制 御 が 開 始 さ れ て か ら の 経 過 時 間 が 第 １ 基 準 時 間 以 上 と な る こ と を 含 む 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 １ 条 件 は 、 前 記 車 両 お よ び 前 記 割 り 込 み 車 両 の 速 度 が 第 １ 基 準 速 度 以 下 で あ り 、  
前 記 車 両 と 前 記 走 路 に お い て 前 記 車 両 の 前 方 に 居 る 前 走 車 両 と の 車 間 距 離 が 第 １ 基 準 車 間  
距 離 以 上 で あ る 状 態 が 第 ２ 基 準 時 間 以 上 継 続 し た こ と を 含 む 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 １ 条 件 は 、 前 記 走 路 に お け る 前 記 車 両 の 前 方 に 前 記 割 り 込 み 車 両 を 進 入 さ せ る た  
め の 減 速 制 御 が 開 始 さ れ て か ら 、 前 記 車 両 の 速 度 が 第 ２ 基 準 速 度 以 上 低 下 し た こ と を 含 む  
、
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 第 ２ 条 件 は 、 前 記 割 り 込 み 車 両 の 後 方 に 、 前 記 割 り 込 み 車 両 と の 車 間 距 離 が 第 ２ 基  
準 車 間 距 離 未 満 で あ る 別 の 車 両 が 存 在 す る こ と を 含 む 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 車 両 に 搭 載 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ が 、
　 前 記 車 両 の 周 辺 状 況 を 認 識 し 、
　 前 記 車 両 の 運 転 者 の 操 作 に 依 ら ず に 前 記 車 両 の 操 舵 お よ び 加 減 速 を 制 御 し 、
　 前 記 車 両 の 運 転 モ ー ド を 、 第 １ の 運 転 モ ー ド と 、 第 ２ の 運 転 モ ー ド と を 含 む 複 数 の 運 転  
モ ー ド の い ず れ か に 決 定 し 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 前 記 運 転 者 に 課 さ れ る タ ス ク が 前 記  
第 １ の 運 転 モ ー ド に 比 し て 軽 度 な 運 転 モ ー ド で あ り 、 少 な く と も 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド を  
含 む 前 記 複 数 の 運 転 モ ー ド の 一 部 は 前 記 車 両 の 運 転 者 の 操 作 に 依 ら ず に 前 記 車 両 の 操 舵 お  
よ び 加 減 速 を 制 御 す る こ と で 行 わ れ る も の で あ り 、 前 記 決 定 し た 運 転 モ ー ド に 係 る タ ス ク  
が 運 転 者 に よ り 実 行 さ れ な い 場 合 に 、 よ り タ ス ク が 重 度 な 運 転 モ ー ド に 前 記 車 両 の 運 転 モ  
ー ド を 変 更 し 、
　 前 記 認 識 す る 際 に 、 前 記 車 両 が 走 行 し て い る 走 路 に 割 り 込 ん で 来 る 車 両 で あ る 割 り 込 み  
車 両 を 認 識 し 、
　 前 記 割 り 込 み 車 両 が 認 識 さ れ 、 且 つ 所 定 条 件 が 成 立 し た 場 合 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド の  
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実 施 を 制 限 し 、
前 記 割 り 込 み 車 両 は 、 前 記 走 路 に 合 流 す る 合 流 路 か ら 、 前 記 走 路 に お け る 前 記 車 両 の 前 方  
に 割 り 込 ん で 来 る 車 両 で あ り 、
前 記 所 定 条 件 は 、 前 記 割 り 込 み 車 両 を 前 記 車 両 の 前 方 に 入 れ る た め の 減 速 制 御 の 結 果 が 過  
剰 な も の と な る か 否 か を 判 定 す る た め の 第 １ 条 件 と 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド で の 車 両 制 御  
が 困 難 な 状 況 か 否 か を 判 定 す る た め の 第 ２ 条 件 と 、 の う ち い ず れ か が 満 た さ れ る こ と で あ  
る 、
　 車 両 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 車 両 に 搭 載 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 前 記 車 両 の 周 辺 状 況 を 認 識 さ せ 、
　 前 記 車 両 の 運 転 者 の 操 作 に 依 ら ず に 前 記 車 両 の 操 舵 お よ び 加 減 速 を 制 御 さ せ 、
　 前 記 車 両 の 運 転 モ ー ド を 、 第 １ の 運 転 モ ー ド と 、 第 ２ の 運 転 モ ー ド と を 含 む 複 数 の 運 転  
モ ー ド の い ず れ か に 決 定 さ せ 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 前 記 運 転 者 に 課 さ れ る タ ス ク が 前  
記 第 １ の 運 転 モ ー ド に 比 し て 軽 度 な 運 転 モ ー ド で あ り 、 少 な く と も 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド  
を 含 む 前 記 複 数 の 運 転 モ ー ド の 一 部 は 前 記 車 両 の 運 転 者 の 操 作 に 依 ら ず に 前 記 車 両 の 操 舵  
お よ び 加 減 速 を 制 御 す る こ と で 行 わ れ る も の で あ り 、 前 記 決 定 し た 運 転 モ ー ド に 係 る タ ス  
ク が 運 転 者 に よ り 実 行 さ れ な い 場 合 に 、 よ り タ ス ク が 重 度 な 運 転 モ ー ド に 前 記 車 両 の 運 転  
モ ー ド を 変 更 さ せ 、
　 前 記 認 識 す る 際 に 、 前 記 車 両 が 走 行 し て い る 走 路 に 割 り 込 ん で 来 る 車 両 で あ る 割 り 込 み  
車 両 を 認 識 さ せ 、
　 前 記 割 り 込 み 車 両 が 認 識 さ れ 、 且 つ 所 定 条 件 が 成 立 し た 場 合 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド の  
実 施 を 制 限 さ せ 、
前 記 割 り 込 み 車 両 は 、 前 記 走 路 に 合 流 す る 合 流 路 か ら 、 前 記 走 路 に お け る 前 記 車 両 の 前 方  
に 割 り 込 ん で 来 る 車 両 で あ り 、
前 記 所 定 条 件 は 、 前 記 割 り 込 み 車 両 を 前 記 車 両 の 前 方 に 入 れ る た め の 減 速 制 御 の 結 果 が 過  
剰 な も の と な る か 否 か を 判 定 す る た め の 第 １ 条 件 と 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド で の 車 両 制 御  
が 困 難 な 状 況 か 否 か を 判 定 す る た め の 第 ２ 条 件 と 、 の う ち い ず れ か が 満 た さ れ る こ と で あ  
る 、
　 プ ロ グ ラ ム 。
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